
 協議資料２  

 

「笠原地区買物タクシー」の試験運行の実施について 

 

１ 概要 

令和４年度から令和５年度にかけて、笠原地区において実施した実態調査や地

域タクシー試験運行の結果を踏まえ、今回、新たに買い物のためのタクシーの試

験運行を実施します。 

地域や運行事業者との協議の経過及び、試験運行の内容を御説明いたしますの

で、御協議をお願いします。 

 

２ 運行内容 

 ※ 別紙チラシ参照 

 

 



笠原地区の住民を限定とした買い物のためのタクシーを試験的に運行します。
笠原地区の誰もが、決まった曜日に隔週で商業施設へ行き、買い物やお出かけ

を楽しんでいただく仕組みとして行います。ぜひご利用ください。
利用登録が必要となりますので、ご利用を希望される方は、裏面の利用登録申

込書に記入の上、「笠原コミュニティセンター」にご提出をお願いします。

令和８年１月１５日（木）から３月１２日（木）まで

相乗りタクシーで買い物にでかけませんか?
試験運行

毎週火曜日・木曜日のいずれかの日【２/24（火）休館日のため、運休】
※ or

① 火曜日:ノブレスパルク袋井
② 木曜日:浅羽ショッピングタウンパディ
１乗車８００円/人（乗車定員４人）
笠原地区にお住まいの方で、車両への乗り降りがご自身でできる方

特徴① 特徴② 特徴③

【運行パターン】
パターンＡ（火曜日）： 1/20、 2/3、2/17、 3/3
パターンＢ（火曜日）： 1/27、2/10、3/10        
パターンＣ（木曜日）： 1/15、1/29、2/12、2/26、3/12
パターンＤ（木曜日）： 1/22、 2/5、2/19、 3/5

令和７年12月25日（木）から令和８年２月２６日（木）まで
※利用希望日の２週間前までにお申し込みください。

午後１時３０分（１軒目のお迎え時間）～
※買い物時間は最大１時間

【４日間】
【３日間】
【５日間】
【４日間】



申し込み方法

利 用 方 法

❶ ３～４人のグループをつくり、「利用登録申込書」に記入のうえ、コミュニ
ティセンターにご提出ください。
（少人数のグループには、コミュニティセンターがマッチングの提案を行います
ので、お気軽にご相談ください。）

❷ 受付後１週間程度でコミュニティセンターから、「①利用券（運行日毎）」
「②運行日カレンダー」が交付されます。
※コミュニティセンターから電話をさせていただきます。

❸ 「①利用券」「②運行日カレンダー」と引き換えに、運賃（８００円/回×
回数分）をお支払いください。

❶ 利用日の２日前までに、コミュニティセンターから利用確認の電話があります。
❷ 「運行日カレンダー」に記載された日にタクシーがご自宅に迎えにいきます。
「利用券（運行日毎）」を運転手にお渡しください。
※当日「利用券（運行日毎）」をご持参ください。

❸ 当日、ご自宅からタクシーに乗車し、ほかのメンバーのお宅を順番に回りなが
ら、買い物先へ向かいます。

❹ 買い物先に着いたら、運転手から「集合場所（タクシー待機場所）・集合時間
（１時間後）」を伝えます。

❺ 買い物終了後、集合時間までに、グループで集合のうえ、タクシーへお戻りく
ださい。

➏ タクシーが順番にご自宅へお送りします。

今回の試験運行は、「袋井市（協働まちづくり課交通政策係）」と「タクシー事業者（袋井タ
クシー（株））」との連携事業として実施しています。

利用登録申込書
利用希望（□にレ点をつける）
□ パターンＡ/ノブレスパルク（火）： 1/20、 2/3、2/17、 3/3
□ パターンＢ/ノブレスパルク（火）： 1/27、2/10、3/10        
□ パターンＣ/パディ （木）： 1/15、1/29、2/12、2/26、3/12  
□ パターンＤ/パディ （木）： 1/22、 2/5、2/19、 3/5

※利用者
番号生年月日

性
別

携帯電話
固定電話

住所
（自治会名）

（ふりがな）
氏名

※個人情報は買い物タクシー事業以外には利用しません。

※切り取らずお持ちください

【４日間】
【３日間】
【５日間】
【４日間】


